
１．事務分掌

商 業 ・サービス担当

（１）   中心市街地の活性化を図るため、ＴＭＯ事業等を支援すること
（２）   産業交流展示場の施設を円滑に運営管理するため、指定管理者の指導及び監督

を適切に行うこと
（３）   地域の商業及びサービス業の発展を図るため、商店街組合等を支援すること
（４）   適正な計量を実施するため、計量器の検査及び啓発活動を行うこと
（５）   市場流通の安定を図るため、事業者を支援すること
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商業労政課（10人）

商業・サービス担当（４人）

富士市産業交流展示場

（ふじさんめっせ）

雇用労政担当（５人）
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